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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出装置であって、
　脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段と、
　前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、
　前記脈拍情報記録部にある前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在まで
の脈拍数を求め、且つ前記脈拍情報取得手段で複数回測定して取得した前記脈拍情報を平
均して現在の脈拍数を求め、前記現在までの脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍
数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する余命演算
部と、
　を備えたことを特徴とする余命算出装置。
【請求項２】
　前記余命演算部の算出結果を通知する通知処理部を備え、前記余命予測値及び／又は前
記余命予測値に応じたメッセージ情報を通知することを特徴とする請求項１記載の余命算
出装置。
【請求項３】
　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出機能を備えた携帯端末装置であ
って、
　脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段と、
　前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、
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　前記脈拍情報記録部にある前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在まで
の脈拍数を求め、且つ前記脈拍情報取得手段で複数回測定して取得した前記脈拍情報を平
均して現在の脈拍数を求め、前記現在までの脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍
数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する余命演算
部と、
　を含むことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出方法であって、
　脈拍情報を取得するステップと、
　前記脈拍情報を記録するステップと、
　記録した前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、
且つ複数回測定して取得した前記脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求め、前記現在まで
の脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈
拍数とを用いて余命予測値を算出するステップと、
　を含むことを特徴とする余命算出方法。
【請求項５】
　コンピュータに実行され、生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出プロ
グラムであって、
　脈拍情報を取得する機能と、
　前記脈拍情報を記録する機能と、
　記録した前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、
且つ複数回測定して取得した前記脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求め、前記現在まで
の脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈
拍数とを用いて余命予測値を算出する機能と、
　を前記コンピュータによって実現することを特徴とする余命算出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、生涯脈拍数等、脈拍情報を用いて仮想的余命を算出する余命算出装
置、携帯端末装置、余命算出方法及び余命算出プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、余命の算出手法では、各種の個人データや健康診断の結果等を用いていた。その
ため、余命を算出するには、医師等による判断や、多くの健康情報等を参考にするもので
あって、健康維持等のために簡易に算出するものではなかった。
【０００３】
　人の健康管理等に関し、利用者の睡眠時の生理情報を検出し、その生理情報に基づき睡
眠状態を判定して睡眠状態に応じた健康情報を提供するものが知られている（特許文献１
）。これでは、利用者の睡眠時の生理情報に基づき睡眠状態を判定する睡眠状態判定手段
が備えられる。また、睡眠状態と、該睡眠状態に応じた心身の状態に係る健康情報との関
係を記憶した健康情報記憶手段が用いられる。睡眠状態判定手段により判定された睡眠状
態に対応する健康情報を健康情報記憶手段から取り出し、該健康情報を睡眠状態の判定結
果とともに利用者に提供する。この場合、健康情報記憶部には、睡眠状態の指標と、睡眠
状態に応じた健康情報の心身の状態との科学的根拠のある関係が記憶されている。睡眠状
態の指標には、睡眠時間、寝付き・目覚めの状態、中途覚醒、昼寝時間、睡眠時心拍変動
を用いている。健康情報の心身の状態には、脳機能低下、感情コントロール・キレやすさ
、生活習慣病（老化促進・寿命、肥満、高血圧）、肌荒れ、痴呆、ストレスを用いている
。
【０００４】
　また、人の予測余命について、コンピュータを用いたものが知られている（特許文献２
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）。この予測余命の算出では、現在の身体的情報に関する個人データや、平均余命データ
等のデータが参照される。
【０００５】
　また、他の余命予測値の算出について、健診結果に対する健康余命予測の基礎データを
用いるものが知られている（特許文献３、４）。これでは、健診結果入力手順で健康診断
の健診結果の入力を必要としており、健康余命の予測値が個人毎に算出され、その算出結
果が表示手段に表示される。
【特許文献１】特開２００７－００７１４９公報
【特許文献２】特開２００４－０２１７８４公報
【特許文献３】特開２００３－１６７９５９公報
【特許文献４】特開２００７－２８７１８４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、従来のリアルな余命算出では、人の健康情報や生活情報等、多面的な多数の
情報を活用し、余命値を高精度に算出しようとするものである。このような余命算出は極
めて大がかりであり、取り扱われる情報も簡易なものではないし、必要な情報収集が不可
欠である。即ち、生体状態を表すバイタルサインに関する多数の情報を必要としているの
である。
【０００７】
　しかしながら、斯かる多岐に亘る情報を用いることは極めて厄介であって、リアルな余
命算出での実用性はあり得ても、簡易な仮想余命の算出には不向きである。病院のカルテ
に記載される血圧情報、脈拍数、コレステロール値、本人や家族の病気情報、健康診断の
結果等を用いる余命算出は極めて特殊なものである。
【０００８】
　そして、バイタルサインの内、脈拍情報は人の余命と相関関係を持つ有益な情報である
としても、そのために、心電計等の複雑な計測器を携帯したり、脈拍情報を常時監視して
カウントすることは日常的ではない。このため、健康管理等に関し、簡易な仮想余命の算
出や、その算出値の提示が要請されている。
【０００９】
　斯かる要求や課題について、特許文献１～４にはその開示や示唆はなく、それを解決す
る構成等についての開示や示唆はない。
【００１０】
　そこで、本開示の余命算出装置、携帯端末装置、余命算出方法又は余命算出プログラム
の目的は、生涯脈拍数、測定脈拍数等の脈拍情報により余命算出を行うことにある。
【００１１】
　また、本開示の余命算出装置、携帯端末装置、余命算出方法又は余命算出プログラムの
他の目的は、日常的に携行される携帯端末装置を用いて余命算出を行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本開示の余命算出装置、携帯端末装置、余命算出方法又は余
命算出プログラムでは、脈拍情報記録部にある脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用
いて現在までの脈拍数を求め、且つ脈拍情報取得手段で複数回測定して取得した脈拍情報
を平均して現在の脈拍数を求め、余命演算部では、この現在までの脈拍数を生涯の脈拍数
から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現在の脈拍数とを用いて余命予測値を
算出している。斯かる構成では、余命と密接な関係を持つ脈拍情報を用いて実用性のある
余命予測値を算出し、上記課題を解決している。
【００１３】
　そこで、上記目的を達成するため、本開示の余命算出装置は、生体の脈拍情報を用いて
余命予測値を算出する余命算出装置であって、脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段と、
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前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、前記脈拍情報記録部にある前記脈拍情報から
求めた過去の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、且つ前記脈拍情報取得手段で
複数回測定して取得した前記脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求め、前記現在までの脈
拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈拍数
とを用いて余命予測値を算出する余命演算部とを備えた構成である。
【００１４】
　斯かる構成によれば、脈拍測定により取得した脈拍情報を記録し、この脈拍情報から求
めた過去の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、且つ脈拍情報取得手段で複数回
測定して取得した脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求め、現在までの脈拍数を生涯の脈
拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現在の脈拍数とを用いて余命予測
値を算出することができる。このようにして求めた余命予測値は人の余命に密接に関係す
る脈拍情報を用いているので、実用性の高い健康管理情報として用いることができる等、
有益な情報を提供することができ、上記課題が解決される。
【００１５】
　また、上記目的を達成するため、本開示の携帯端末装置は、生体の脈拍情報を用いて余
命予測値を算出する余命算出機能を備えた携帯端末装置であって、脈拍情報を取得する脈
拍情報取得手段と、前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、前記脈拍情報記録部にあ
る前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、且つ前記
脈拍情報取得手段で複数回測定して取得した前記脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求め
、前記現在までの脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数
と前記現在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する余命演算部とを含む構成である。
【００１６】
　斯かる構成によれば、携帯端末装置で既述の余命算出装置と同様の機能を実現でき、日
常的に携行される携帯端末装置を用いることにより、携帯端末装置を携行する利用者の脈
拍情報を用いて簡易に余命予測値を算出でき、上記課題が解決される。また、このような
機能を搭載された携帯端末装置の利便性が高められる。
【００１７】
　上記目的を達成するため、本開示の余命算出方法は、生体の脈拍情報を用いて余命予測
値を算出する余命算出方法であって、脈拍情報を取得するステップと、前記脈拍情報を記
録するステップと、記録した前記脈拍情報から求めた過去の平均脈拍数を用いて現在まで
の脈拍数を求め、且つ複数回測定して取得した前記脈拍情報を平均して現在の脈拍数を求
め、前記現在までの脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍
数と前記現在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出するステップとを含んでいる。従って
、斯かる構成によっても、上記課題が解決される。
【００１８】
　上記目的を達成するため、本開示の余命算出プログラムは、コンピュータに実行され、
生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出プログラムであって、脈拍情報を
取得する機能と、前記脈拍情報を記録する機能と、記録した前記脈拍情報から求めた過去
の平均脈拍数を用いて現在までの脈拍数を求め、且つ複数回測定して取得した前記脈拍情
報を平均して現在の脈拍数を求め、前記現在までの脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残
存脈拍数を求め、この残存脈拍数と前記現在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する機
能とを前記コンピュータによって実現する構成である。
【００１９】
　斯かる構成によれば、脈拍情報を用いて簡易に余命予測値を算出でき、上記課題が解決
される。また、コンピュータ又はコンピュータが搭載された機器に、この余命算出プログ
ラムを搭載して実行させれば、生涯脈拍数、測定脈拍数等の脈拍情報を用いて簡易に余命
予測値を算出できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本開示の余命算出装置、余命算出方法又は余命算出プログラム発明によれば、次のよう
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な効果が得られる。
【００２１】
　(1) 生涯脈拍数、測定脈拍数等の脈拍情報を用いて、簡易に仮想余命を算出することが
できる。
【００２２】
　(2) 携帯端末装置を用いて簡易に仮想余命を算出できる。また、生涯脈拍数、測定脈拍
数等の脈拍情報を用いて簡易に余命予測値を算出できるので、携帯端末装置の利便性が高
められる。
【００２３】
　(3) 脈拍情報の推移が参照されるので、実用的な仮想余命値の算出が行われ、有益な健
康情報の提供に寄与する。
【００２４】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
〔第１の実施の形態〕
【００２６】
　第１の実施の形態について、図１及び図２を参照する。図１は、余命算出装置の機能構
成を示す図であり、図２は、データ格納部の構成を示す図である。なお、図１及び図２に
示す構成は一例であって、これに限られない。
【００２７】
　この余命算出装置２は例えば、コンピュータを演算手段に用いた余命算出手段の一例で
あって、利用者の脈拍情報を取得し、記録されている過去の脈拍情報や年齢情報等を利用
するとともに、生涯に打つとされる脈拍数（生涯の脈拍数）を基準に仮想的な余命情報（
例えば、余命予測値）の算出を行う。その算出結果は、余命算出装置２により利用者に提
示され、又はネットワークを通してサーバ上に提示してもよい。この余命算出装置２は携
帯装置として構成されてもよいし、携帯端末装置やパーソナルコンピュータで構成し、又
はこれらに搭載されてもよい。そこで、この余命算出装置２は図１に示すように、脈拍計
測装置４、脈拍数算出部６、データ格納部８、履歴管理部１０、余命算出処理部１２、通
知処理部１４、計時部１６、表示部１８等を備えている。
【００２８】
　脈拍計測装置４は、脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段の一例であって、脈拍の検出
対象である例えば、手の指や耳たぶ等の血流状態から脈拍を検出しており、検出した脈拍
情報を脈拍数算出部６側へと送信する。
【００２９】
　脈拍数算出部６は、脈拍数の算出や脈拍の検出状態の判断等を行う処理手段の一例であ
って、脈拍計測装置４から受け取った脈拍情報から脈拍数を算出している。そして、算出
した脈拍数を履歴管理部１０や余命算出処理部１２に送っている。また、脈拍計測装置４
での脈拍検出処理において、例えば、指の置き方や耳たぶの挟み方の良否判断や、脈拍計
測装置４に検出対象である指が当てられていない状態等を検出して通知処理部１４側へと
通知する構成である。
【００３０】
　データ格納部８は、検出した脈拍情報や算出した脈拍数、利用者の年齢情報等を記録す
る脈拍情報記録部の一例であって、余命算出処理では、記憶されている脈拍情報等が読み
出されて余命算出処理部１２側に通知される。
【００３１】
　履歴管理部１０は、取得したデータについて時間情報等を付加して管理する手段であり
、脈拍数算出部６から脈拍数情報を取得したら、取得時刻情報や被測定者の年齢情報と関
連付けてデータ格納部８に記憶させる。
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【００３２】
　余命算出処理部１２は、算出した脈拍数を利用して、後述する算出式により余命値（余
命予測値）を算出する余命演算部の一例であって、履歴管理部１０を通してデータ格納部
８から算出した脈拍数、年齢情報、過去の脈拍情報等を取得し、これらの取得した情報を
利用して、後述する算出式を用いて余命算出を行う。
【００３３】
　通知処理部１４は、余命算出処理部１２で算出された余命値について利用者に知らせる
通知手段の一例であり、余命値の算出結果や、その算出結果に応じて設定されている健康
維持のためのアドバイス情報を含むメッセージ情報を表示部１８に表示させるように出力
する。
【００３４】
　計時部１６は、脈拍計測におけるタイミングや、脈拍情報の取得時間及び取得期間等の
計時や後述する脈拍計測回数のカウント等を行う手段である。
【００３５】
　表示部１８は、余命算出装置２の利用者に対して算出した余命情報やアドバイス情報等
の表示を行う。表示部１８の表示は、例えば、算出した余命予測値を表示したり、この余
命予測値に代えて、又は余命予測値と共に、利用者の年齢情報等を勘案した健康状態に関
する方策やアドバイス等のメッセージを表示するようにしても良い。
【００３６】
　データ格納部８には、図２に示すように、余命算出装置２の利用者情報として例えば、
「被験者年齢（年）」２０、「生涯に打つ脈拍数」２２、「過去の脈拍数と取得時刻の全
履歴」２４、「測定を最初に実施した時から現在までの期間（年）」２６等が記憶されて
いる。「被験者年齢」２０は、余命算出装置２の利用開始時に登録した年齢等の個人情報
に対して、カレンダ機能等による年齢加算処理によって、現在の利用者の年齢情報を記憶
しておいてもよく、また、余命算出装置２の使用時毎に入力するようにしてもよい。
【００３７】
　また、「生涯に打つ脈拍数」２２は、医療分野等の統計情報として公表されている情報
を予め登録しておく。所定脈拍数として、例えば２０億拍が登録されており、後述する余
命算出処理では、現在までの脈拍数の情報から、２０億拍するまでの年数を予測算出する
ものである。この２０億拍は一例であって、これに限定されず、例えば、公表されている
統計情報の更新に応じて変更してもよく、また、利用者が任意の値を入力可能にしてもよ
い。
【００３８】
　次に、脈拍計測装置による脈拍検出について、図３、図４及び図５を参照する。図３は
、カメラ型脈拍計測装置による脈拍計測の状態を示す図、図４は、脈拍検出処理を示すフ
ローチャート、図５は、脈拍算出処理を示すフローチャートである。なお、図３図４及び
図５に示す構成、及び処理手順等は一例であって、これに限定されない。
【００３９】
　脈拍計測装置４の一例として、脈拍情報を取得するカメラ２８を備えたカメラ型脈拍計
測装置３０がある。このカメラ型脈拍計測装置３０では、、カメラ２８に対して利用者が
脈拍の検出対象として、例えば、指３２を置き、この指３２に対して蛍光灯や太陽光等の
入射（照射）した光３４に対して、指３２を透過した近赤外線の波長領域の透過光３６を
カメラ２８で撮像する。入射した光３４の成分の内、近赤外線は血液内のヘモグロビンに
よって吸収される特性があり、血流量が多いタイミングでは近赤外線の透過光量が減り、
逆に血流量が少ないタイミングでは透過光量が増える。血管内の血流は脈拍に応じて増減
するので、カメラ２８に備えられたフォトダイオード３８による透過光量のセンシングや
、カメラ画像が捕らえた輝度成分の変化から脈拍を検出する。
【００４０】
　カメラ型脈拍計測装置３０の脈拍検出処理は、図４に示すように、太陽光等の入射（照
射）した光３４に対して、検出対象である指３２を透過した近赤外線光（透過光３６）を
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フォトダイオード３８等でセンシングする（ステップＳ１１）。そして、そのセンシング
した透過光３６の光量の変化情報を脈拍数算出部６に送信する（ステップＳ１２）。
【００４１】
　この変化情報を取得した脈拍数算出部６では、図５に示すように、この変化情報に基づ
いて脈拍算出処理を行う。
【００４２】
　そこで、透過光量に変化があるか否かの判断を行う（ステップＳ２１）。即ち、透過光
量に変化が無い場合には、正確に脈拍の検出が行われておらず、例えば、カメラ２８に指
３２が正確に置かれていない可能性がある。
【００４３】
　この判断において透過光量の変化がある場合（ステップＳ２１のＹＥＳ）、即ち、脈拍
を検出できる場合には、透過光量の変化の極大値及び極小値をカウントして脈拍数の算出
を行う（ステップＳ２２）。そして、算出した脈拍数を余命算出処理部１２や履歴管理部
１０に通知する（ステップＳ２３）。
【００４４】
　また、透過光量の変化が検出できない場合（ステップＳ２１のＮＯ）には、脈拍算出不
可の状態であると判断する（ステップＳ２４）。即ち、既述のカメラ型脈拍計測装置３０
であれば、利用者による指３２の置き方が悪いと判断することができるので、その旨を通
知処理部１４に通知し、通知処理部１４により表示部１１８から正しく測定を行うように
ガイダンスを行う（ステップＳ２５）。
【００４５】
　なお、この測定対象の置き方に関するガイダンス通知は、表示部１８における表示の他
、例えば、スピーカ等による音声通知をしてもよい。
【００４６】
　次に、余命算出方法及び余命算出プログラムの処理内容について、図６及び図７を参照
する。図６は、余命算出処理のフローチャート、図７は、脈拍検出処理の履歴及び脈拍検
出タイミングを示す図であるなお、図６及び図７に示す処理内容及び手順は一例であって
、これに限定されない。
【００４７】
　この余命算出処理では、記録されている過去の脈拍情報から、利用者の現在までの脈拍
数を算出する。そして、生涯に打つ脈拍数から現在までの脈拍数を減算して残存脈拍数を
算出し、この残存脈拍数と測定した現在の脈拍数とを参照することで、仮想的な余命予測
値を算出する。そして、この余命予測値に基づいて利用者に健康管理等に関するアドバイ
ス情報の通知を行う。
【００４８】
　現在の脈拍情報の取得処理として、既述のように、脈拍計測装置４で取得した情報を脈
拍数算出部６に送信する（ステップＳ３１）。そして、脈拍数算出部６において、脈拍の
検出ができる状態か否かを判断する（ステップＳ３２）。
【００４９】
　脈拍の検出ができると判断された場合（ステップＳ３２のＹＥＳ）、脈拍数算出部６に
おいて脈拍数を算出し、その算出結果や受信した脈拍数の変化情報等を余命算出処理部１
２や履歴管理部１０へと送信する（ステップＳ３３）。
【００５０】
　また、脈拍の検出ができないと判断した場合（ステップＳ３２のＮＯ）、通知処理部１
４からの出力により、表示部１８で利用者に対して、脈拍検出測定を正しく行うようにガ
イダンスを表示し（ステップＳ３４）、再びステップＳ３２の検出処理を継続する。
【００５１】
　次に、過去の脈拍数の履歴の平均脈拍数ＰＲＡ〔拍／年〕を算出する（ステップＳ３５
）。平均脈拍数ＰＲＡは、図７に示すように、過去から現在までに算出した脈拍数情報Ｐ
１、Ｐ２、Ｐ３、・・・Ｐｎを用いて算出する。このように、余命算出装置２のデータ格
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納部８や履歴管理部１０には、余命算出処理の実行等で取得した現在までの脈拍数情報や
その取得時刻等が記憶されている。
【００５２】
　なお、記憶している脈拍数情報は、余命算出処理の実行時に取得した脈拍数情報に限ら
れず、例えば、他のプログラムの実行において取得した脈拍情報又は脈拍数情報を利用し
てもよい。
【００５３】
　次に、過去から現在までの脈拍数算出処理に移行する。履歴管理部１０の測定履歴に基
づいて、データ格納部８にある脈拍数情報Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎを読み出し、以下の式
により過去の平均脈拍数ＰＲＡを算出する。
【００５４】
【数１】

【００５５】
　このように、過去の脈拍数情報を余命算出に利用することで、現在までの脈拍数の算出
において、測定者の平均的な脈拍数を考慮することができる。
【００５６】
　また、現在の脈拍数ＰＲの算出として、測定中の脈拍数の変化情報を利用する（ステッ
プＳ３６）。即ち、図７に示すように、現在の脈拍数ＰＲの算出では、複数回測定した脈
拍数の変化情報ＰＣ１、ＰＣ２、・・・・ＰＣｎを利用している。現在の脈拍数ＰＲの算
出式として、以下に示すように、所定時間ｔとして例えば、１秒毎に取得した脈拍数の変
化情報に対して、測定回数ｎによる平均値を取る。この回数ｎの測定及び所定期間の計時
は計時部１６で行われる。
【００５７】
【数２】

【００５８】
　このように所定時間毎に算出した脈拍数は、利用者が静止した状態であっても少なから
ず変動するが、このように複数回の測定結果を平均した値を用いることで、測定中の脈拍
数の変化も考慮した余命算出を行うことができる。
【００５９】
　次に、余命値の算出を行う（ステップＳ３７）。余命値の算出式の例を以下に示す。
【００６０】
【数３】

　　　　　（Σはｎ＝０からｎ＝（Ａ－Ｔ）まで）
【００６１】
　この式(3) において、Ａは年齢〔年〕、Ｔは測定を最初に実施した時から現在までの期
間〔年〕、即ち、脈拍情報の取得期間を示している。余命算出処理部１２では、履歴管理
部１０から取得した脈拍数、鼓動変化、年齢情報等を利用し、生涯に打つ脈拍数や測定期
間等を考慮する。この場合、平均脈拍数ＰＲＡや現在の脈拍数ＰＲについては、ステップ
Ｓ３５の式(1) やステップＳ３６の式(2) により算出した値を利用する。また、ＰＬは生
涯に打つ脈拍数〔拍〕（例えば、２０億拍）である。式(3) 中に示す（ＰＲＡ＊Ｔ）は、
平均脈拍数ＰＲＡと測定期間Ｔ〔年〕との積算により過去の脈拍数を算出するものである
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。ＡＥは未来の脈拍変動を考慮した値であり、以下の式で算出する。
【００６２】
　式(3) では、既述のように、生涯に打つ脈拍数から現在までの脈拍数を減算して残存脈
拍数を求め、この残存脈拍数に対して、現在の脈拍数ＰＲや未来の脈拍変動を考慮した値
ＡＥから余命の予測値の算出を行う。
【００６３】
【数４】

【００６４】
　なお、上記の平均寿命は、例えば一般的に公表されている年数を利用してもよく、又は
、利用者が任意に入力可能にしてもよい。また、余命算出を行う時点での最新の平均寿命
データを、例えば携帯端末装置の通信機能等によって更新してもよい。既述した式中の期
間Ｔは、計時部１６で計時すればよく、また、利用者が任意に入力可能にしてもよい。
【００６５】
　余命値の算出結果は通知処理部１４へと送信され、その算出した余命値や、その余命値
に応じた健康状態に関するアドバイス情報等とともに、利用者に通知する（ステップＳ３
８）。この健康状態に関するアドバイス情報等は、算出された余命値に応じて表示内容を
変更する構成であり、余命値とアドバイス情報とを関連させたテーブル５０（図９）をデ
ータ格納部８に予め記憶させ、算出した値に応じて通知処理部１４からの指示で読み出し
て利用者に通知するようにしてもよい。
【００６６】
　次に、余命算出装置の通知処理について、図８、図９、図１０及び図１１を参照する。
図８は、通知処理部の処理を示すフローチャート、図９は、通知概要テーブルを示す図、
図１０は、評価値及びアドバイスの表示例を示す図、図１１は、脈拍計測状態のアドバイ
スの表示例を示す図である。なお、図８、図９、図１０及び図１１に示す内容は一例であ
って、これに限定されない。
【００６７】
　通知処理部１４では、余命算出処理部１２からの算出結果の通知を受け、その余命値や
余命値に応じたアドバイス情報の通知を行う（ステップＳ４１）。この余命算出装置２で
は、算出した余命予測値の表示に加えて利用者の健康意識の向上を図るために、余命値に
応じたアドバイス表示も行う。
【００６８】
　通知処理部１４によるアドバイス情報の表示では、例えば、図９に示すように、所定の
基準に応じて通知概要を変える通知概要テーブル５０が設定されている。この通知概要テ
ーブル５０では、算出した余命値に年齢情報を足した死亡年齢予測値に基づいてアドバイ
ス表示の内容を変化させている。具体例として、例えば、死亡年齢予測値が５０以下の場
合には、その通知概要として、「今のままでは健康に悪影響を与えている恐れがあります
。運動や食事管理の改善を徹底しましょう。」が表示され、また、死亡年齢予測値が５１
～７０の場合には、その通知概要として、「今のままでは身体に負担がかかっている恐れ
があります。もう少し、運動や食事管理に気を付けることをお勧めします。」が表示され
、また、死亡年齢予測値が７１以上の場合には、その通知概要として、「この調子で、運
動や食事管理に引き続き気を付けていきましょう。」が表示される。
【００６９】
　これにより、通知処理部１４では、算出した死亡年齢予測値が通知概要テーブル５０の
どの範囲に有るかを判断して、設定されているアドバイス情報を利用者に通知する。アド
バイス情報の通知は、表示部１８への表示や音声通知等の方法がある。
【００７０】
　なお、通知概要テーブル５０に設定されている死亡年齢予測値は固定された値に限られ
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ず、例えば、入力されている現在の利用者の年齢に応じて値を変更するようにしてもよい
。
【００７１】
　通知概要テーブル５０の基準に応じたアドバイス情報の表示例として、表示部１８には
、図１０に示すように、既述のアドバイス表示の他、例えば、測定した利用者の現在の健
康状態を年齢で評価した評価値等を含むアドバイス表示を行っている。そのアドバイス表
示の表示例として例えば、死亡年齢予測値が５０才以下の場合には、図１０Ａに示すよう
に、「あなたのカラダは、８０才レベルです　運動や食事管理の改善を徹底しましょう」
の表示５１を行い、また、死亡年齢予測値が５１才～７０才の場合には、図１０Ｂに示す
ように、「あなたのカラダは、６０才レベルです　運動や食事管理をもう少し改善しまし
ょう」の表示５２を行い、また、死亡年齢予測値が７１才以上の場合には、図１０Ｃに示
すように、「あなたのカラダは年齢相当レベルです　このままの調子で運動や食事管理を
続けていきましょう」の表示５３を行う。
【００７２】
　なお、この健康状態を評価したアドバイス表示５１～５３は、例えば、算出した余命値
から予め健康状態を評価できるテーブル等に基づいて評価してもよく、また、現在の年齢
情報と平均的な寿命年齢等を利用して算出してもよい。
【００７３】
　また、通知処理部１４及び表示部１８では、脈拍計測処理において正しく測定を行うよ
うに促す旨のアドバイス表示を行っている（ステップＳ２５：図５、ステップＳ３４：図
６）。例えば、余命算出機能を起動させたときには、図１１Ａに示すように、カメラ２８
に指３２を置くように促す旨の表示５４を行う。また、例えば、カメラ２８に指３２が置
かれない場合や、正しく指３２を検出できない場合には、図１１Ｂに示すように、カメラ
２８を指３２で覆うように促す旨の表示５６を行う。また、例えば、指３２の検出は行え
たが、脈拍の検出が行えなかった場合には、図１１Ｃに示すように、指３２の置き位置を
ずらすように促す旨の表示５８を行う。
【００７４】
　斯かる構成により、測定中の脈拍数の変化等を考慮することで、現在までの健康状態か
ら仮想的に予測され得る、より実用的な余命予測値の算出を行うことができる。また、携
帯端末装置を利用して余命予測値の算出を行うことができる。算出された余命予測値とと
もにこの余命予測値に応じたアドバイス情報の表示をすることで利用者に対して健康意識
の向上を図ることができる。さらに、脈拍情報の取得において、指の置き方等の計測アド
バイスを表示することで、正確に脈拍情報を取得することができ、より実用的な余命予測
値の算出を行うことができる。
【００７５】
　以上説明した実施の形態の特徴事項や利点等を列挙すれば、以下の通りである。
【００７６】
　(1) 例えば、性別毎等に平均的（標準的）な各年代毎の脈拍数が調査／公表され、また
、同じく公表される平均寿命の値とにより、人の生涯の平均的な脈拍数を算出することで
、精度が高い余命値の算出が行える。
【００７７】
　(2) 未来の脈拍数の変遷を「｛公表されている平均寿命（例えば、８０年）－Ａ｝÷２
」としてモデリングし、また、過去の脈拍数の履歴や測定中の脈拍数の変化を考慮するこ
とで、精度の高い脈拍情報が取得でき、このような脈拍情報を用いれば、演算精度を高め
た実用的な余命予測値の算出が行われる。
【００７８】
　(3) 算出された余命情報を利用者に提示することができ、斯かる情報の提示は、利用者
が健康に配慮する契機を与えることができる。また、過去の履歴や現在測定中の値により
タイムリーな余命情報が得られ、有益且つ効果的な余命情報を提供することができる。
【００７９】
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〔第２の実施の形態〕
【００８０】
　次に、第２の実施の形態について、図１２及び図１３を参照する。図１２は、第２の実
施の形態に係る履歴管理部の処理を示すフローチャート、図１３は、第２の実施の形態に
おける余命算出処理部の処理を示すフローチャートである。なお図１２及び図１３に示す
処理手順や処理内容は一例であって、これに限られない。
【００８１】
　この実施の形態では、余命算出装置２の履歴管理部１０及び余命算出処理部１２の処理
を具体的に説明する。
【００８２】
　余命算出装置２の履歴管理部１０では、余命算出処理が開始されると、脈拍数算出部６
からの脈拍数の変化情報を受け取り、その変化情報を用いて、既述の余命算出に用いる現
在の脈拍数ＰＲの算出を行う。また、余命算出処理部１２からの要求により、データ格納
部８から余命算出に用いるデータの読み出し、送信を行う。
【００８３】
　履歴管理部１０では、現在の脈拍数ＰＲの算出を行うか、又はデータ格納部８からデー
タを取得するか否かについて判断を行う（ステップＳ５１）。この判断において、データ
の取得を行わない場合（ステップＳ５１のＮＯ）には、測定開始から１秒おきに測定する
脈拍数の変化情報ＰＣ１、ＰＣ２・・・ＰＣｎを用いて、既述の式(2) により現在の脈拍
数ＰＲの算出を行う（ステップＳ５２）。算出した現在の脈拍数ＰＲを、過去の脈拍数の
履歴Ｐｎとし、そのときの取得時刻を付与し、データ格納部８に記憶する（ステップＳ５
３）。
【００８４】
　また、データの取得を行う場合（ステップＳ５１のＹＥＳ）には、データ格納部８から
被験者年齢、生涯に打つ脈拍数、過去の脈拍数と取得時刻の全履歴、測定を最初に実施し
た時から現在までの期間の各データを取得し（ステップＳ５４）、余命算出処理部１２等
に送信する。
【００８５】
　また、余命算出処理部１２では、図１３に示すように、余命算出を実行するため、履歴
管理部１０に対してデータ格納部８に記憶されている、被験者年齢、生涯に打つ脈拍数、
過去の脈拍数と取得時刻の全履歴、測定を最初に実施した時から現在までの期間の各デー
タの読み出しを指示し、データを取得する（ステップＳ６１）。
【００８６】
　そして、取得したデータから、過去の脈拍数の履歴Ｐ１、Ｐ２・・・Ｐｎを用いて既述
の式(1) により、平均脈拍数ＰＲＡを算出し（ステップＳ６２）、既述の式(3) を利用し
て、余命値の算出を行う（ステップＳ６３）。
【００８７】
　斯かる構成によれば、データ格納部８に記憶される過去の算出データについて、履歴管
理部１０による測定回数の把握や記憶されるデータの算出又は取得時間情報が付加される
ことで、現在までのデータの測定履歴が明確になり、より実用的な余命予測値の算出を行
うことができる。この第２の実施の形態によっても、第１の実施の形態と同様の効果が得
られる。
【００８８】
〔第３の実施の形態〕
【００８９】
　次に、余命算出装置、余命算出機能を備える携帯端末装置の構成について、図１４、図
１５及び図１６を参照する。図１４は、第３の実施の形態に係る携帯端末装置のハードウ
ェア構成を示す図、図１５は、開状態の携帯電話機の外観構成を示す図、図１６は、閉状
態の携帯電話機の外観構成を示す図である。なお、図１４、図１５及び図１６に示す構成
は一例であって、これに限定されない。
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【００９０】
　この携帯端末装置７０には、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit ）７２、記憶
部７４、ＲＡＭ（Random-Access Memory）７６、表示部７８、カメラ部８０、タイマ・カ
レンダ部８２、カウンタ８４、操作入力部８６、音声入出力部８８等で構成されている。
【００９１】
　このＣＰＵ７２は、携帯端末装置７０に機能させるプログラム等の演算処理手段の一例
であって、ＯＳ（Operating System）や余命算出処理プログラム又はその他のアプリケー
ションプログラム等の実行処理を行う。
【００９２】
　記憶部７４は、例えば、携帯端末装置７０のＯＳや余命算出プログラムや、その他のプ
ログラム等を記憶するＲＯＭ（Read Only Memory) 等で構成されたプログラム記憶部９０
、上記した脈拍情報を記録する脈拍情報記録部であるデータ格納部８を構成するデータ記
憶部９２で構成されている。
【００９３】
　ＲＡＭ７６は、例えば、前記の演算処理等を実行するためのワークエリアであって、記
憶部７４に記憶されている余命算出プログラムの実行処理により、余命算出装置２の脈拍
数算出部６、履歴管理部１０、余命算出処理部１２を構成している。
【００９４】
　表示部７８は、算出した余命情報や、後述する健康アドバイス等の情報表示手段として
通知処理部１４を構成し、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）で構成されたメイ
ン表示部９４やサブ表示部９６を備えている。カメラ部８０は、脈拍計測において指先や
手のひら等を撮像する撮像手段の一例であって、ディジタルカメラ等で構成されており、
指先等の血流状態を読み取る脈拍計測装置４を構成する。
【００９５】
　タイマ・カレンダ部８２は、余命算出装置２の計時部１６を構成し、時刻情報や年月日
情報等を取得する手段であって、余命算出処理において、脈拍情報にその取得日時等を取
得して付加する他、脈拍計測装置４による計測タイミングの計測や、余命算出機能の実行
開始時期及び経過期間等の脈拍情報の取得期間に関する時間情報の取得を行う。カウンタ
８４は、余命算出装置２の計時部１６を構成し、脈拍計測や余命算出の実行回数の計数手
段である。
【００９６】
　操作入力部８６は、情報入力手段であって、キーパッド部を備え、文字等の記号入力キ
ーや表示情報を選択するカーソルキーや、選択された情報を決定する決定キー等を備える
。音声入出力部８８は、例えば、スピーカ９８Ｒ、９８Ｌを備え、音声信号を音声として
再生する。
【００９７】
　この余命算出装置又は余命算出機能を搭載した携帯端末装置７０の一例として、図１５
に携帯電話機１００の構成を示す。この携帯電話機１００の開状態の外観構成は、筐体と
して下部筐体部１０２と、上部筐体部１０４とを備え、これら下部筐体部１０２及び上部
筐体部１０４をヒンジ部１０６で連結して開閉可能に構成されている。下部筐体部１０２
には操作入力部８６やスピーカ９８Ｌ、９８Ｒが搭載されている。入力操作部８６はキー
パッド部等を備えている。上部筐体部１０４には、メイン表示部９４やインカメラ１０８
（８０）が搭載されている。
【００９８】
　また、携帯電話機１００の閉状態の外観構成は、図１６に示すように、上部筐体部１０
４の外部側中央にサブ表示部９６が搭載され、また、ヒンジ部１０６側には、アウトカメ
ラ１１０（８０）が搭載されている。
【００９９】
　このような携帯電話機１００等の携帯端末機器７０で余命算出機能を構成し、又は搭載
すれば、利用者が日常的に携行し、利用する携帯端末装置７０を以て簡易に仮想的な余命
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予測値を提示でき、健康増進の契機となる有益な余命情報を提示できる等、第１の実施の
形態と同様の効果が得られる。
【０１００】
〔第４の実施の形態〕
【０１０１】
　次に、第４の実施の形態について、図１７、図１８、図１９及び図２０を参照する。図
１７は、第４の実施の形態に係るイヤークリップ型脈拍計測装置の構成を示す図、図１８
は、イヤークリップ型脈拍計測装置の装着状態を示す図、図１９は、脈拍検出処理を示す
フローチャート、図２０は、脈拍計測状態のアドバイス表示例を示す図である。なお、図
１７、図１８、図１９及び図２０に示す構成、処理内容、処理手順は一例であって、これ
に限定されない。また、既述の構成と同一部分については、説明を省略する。
【０１０２】
　この実施の形態では、イヤークリップ型脈拍計測装置１２０の構成及びその計測処理に
ついて説明する。
【０１０３】
　イヤークリップ型脈拍計測装置１２０は、脈拍計測装置４の一例であって、図１７に示
すように、２つ筐体部１２２、１２４をヒンジ部１２６で接続したクリップを構成してい
る。筐体部１２２、１２４の対向面側には、それぞれ近赤外線ＬＥＤ１２８又はフォトダ
イオード１３０が備えられており、図１８に示すように、この近赤外線ＬＥＤ１２８を備
えた筐体部１２２とフォトダイオード１３０を備えた筐体部１２４とで利用者の検出対象
である耳たぶ１３２を挟む構成である。
【０１０４】
　イヤークリップ型脈拍計測装置１２０での測定は、近赤外線ＬＥＤ１２８から発光した
近赤外線を耳たぶ１３２に透過させ、その透過光１３４をフォトダイオード１３０でセン
シングする。これにより、既述のカメラ２８を利用した脈拍検出と同様に、透過光量の多
少に基づいて血流量の変化によって脈拍を検出する。
【０１０５】
　イヤークリップ型脈拍計測装置１２０による脈拍検出処理は、図１９に示すように、近
赤外線ＬＥＤ１２８の発光による入射光に対して、耳たぶ１３２を透過した近赤外線光（
透過光１３４）をフォトダイオード１３０でセンシングする（ステップＳ７１）。そして
、そのセンシングした透過光１３４の光量の変化情報を脈拍数算出部６に送信する（ステ
ップＳ７２）。脈拍数算出部６では、この変化情報に基づいて脈拍算出処理を行う。
【０１０６】
　また、脈拍計測状態について例えば、表示部１８によりアドバイス表示が行われる。そ
の表示例として、例えば余命算出機能を起動させたときには、図２０Ａに示すように、「
イヤークリップを装着して下さい」と表示１３６を行い、また、イヤークリップに耳たぶ
１３２が装着されない場合や、正しく耳たぶの血流を検出できない場合には、図２０Ｂに
示すように、「耳たぶが挟まれていません」と表示１３８を行い、また、例えば、耳たぶ
１３２が挟まれていることの検出は行えたが、脈拍の検出が行えなかった場合等には、図
２０Ｃに示すように、「読み取りできません」と表示１４０を行う。
【０１０７】
　なお、クリップ型の脈拍検出では、耳たぶの血流を利用するものに限られず、例えば、
指先にクリップを挟んで脈拍を検出するようにしてもよい。
【０１０８】
　斯かる構成によっても、簡易な構成で脈拍検出が行え、余命予測値の算出を行うことが
できる。また、測定した脈拍数の変化等を考慮することで、より精度の高い脈拍情報を取
得でき、実用的な余命予測値の算出を行うことができる。また、脈拍検出状態についてア
ドバイス表示を行うことによっても、より精度の高い脈拍情報を取得でき、実用的な余命
予測値の算出を行うことができ、この実施の形態によっても上記実施の形態と同様の効果
が得られる。
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【０１０９】
〔他の実施の形態〕
【０１１０】
　(1) 上記実施の形態では、余命算出装置、余命算出機能が搭載される電子機器として携
帯電話機１００（図１５、図１６）を例示したが、本発明は携帯電話機１００に限定され
るものではなく、図２１に示すように、脈拍計測機能を備える携帯端末装置７０として例
えば、携帯情報端末機（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant）２００に適用してもよい
。このＰＤＡ２００では、脈拍計測装置４として、カメラ２０２（８０）や表示部２０４
が搭載されていればよい。また、その他、イヤークリップ型脈拍計測装置１２０等が設置
可能なものであればよい。
【０１１１】
　(2) また、図２２に示すように、脈拍計測機能を備えるパーソナルコンピュータ（ＰＣ
）３００に対して余命算出装置２を搭載してもよい。このＰＣ３００においても、脈拍計
測機能として、カメラ３０２、表示部３０４を備えている。また、その他の脈拍計測手段
を備えてもよい。斯かる構成によっても、目的を達成することができる。
【０１１２】
　(3) 上記実施の形態では、脈拍検出について、指先や耳たぶの血流の多少を透過光量に
よって検出をしているが、これに限られず、例えば、手首等に圧力を掛けて脈拍を検出す
る構成でもよく、また、実際の利用者の心臓の鼓動音を音声センサ等で計測するようにし
てもよい。
【０１１３】
　(4) 上記実施の形態では、余命値の算出式の一例として式(3) を挙げたが、これに限ら
れず、以下に示す式を利用しても余命予測値を算出できる。
【０１１４】
【数５】

　　　　　（Σはｎ＝０からｎ＝（Ａ－Ｔ）まで）
【０１１５】
　この式（5)を余命算出処理部１２で演算することによっても、余命予測値を算出するこ
とができる。
【０１１６】
　(5) 上記実施の形態では、余命値予測値の算出式(3) 及び(5) において、利用者の年齢
Ａと測定を最初に実施した時から現在までの期間Ｔの両方を用いた場合を示したが、これ
に限られず、例えば、年齢情報又は期間情報の何れかのみを利用して余命値の予測値を算
出してもよい。斯かる構成によっても、目的を達成することができる。
【０１１７】
　(6) 上記実施の形態では、仮想的な余命予測値を算出し、その算出結果を余命算出装置
２上の表示部１８を通して利用者に提示しているが、本発明は、これに限定されるもので
はない。即ち、携帯端末装置７０等の通信機能を備えた携帯装置やパーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）を用いた場合には、その通信機能や印刷等の情報提示機能を活用してもよい。
通信機能を用いた場合には、演算結果をネットワークを通してサーバ装置や他の携帯端末
装置に転送し、提示し、その結果を蓄積する構成としてもよい。その場合、データ格納部
８は、外部の記憶装置やコンピュータ等で構成し、必要に応じて履歴情報を入手する構成
としてもよい。
【０１１８】
　次に、以上述べた実施の形態から抽出される技術的思想を請求項の記載形式に準じて付
記として列挙する。本発明に係る技術的思想は上位概念から下位概念まで、様々なレベル
やバリエーションにより把握できるものであり、以下の付記に本発明が限定されるもので
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はない。
【０１１９】
（付記１）　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出装置であって、
　脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段と、
　前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、
　前記脈拍情報記録部にある前記脈拍情報を用いて脈拍測定の開始から現在までの脈拍数
を求め、この脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現
在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する余命演算部と、
　を備えたことを特徴とする余命算出装置。
【０１２０】
（付記２）　前記脈拍情報の取得期間を計測する計時手段を備え、前記余命演算部は、前
記残存脈拍数を、前記脈拍情報記録部に記録された前記脈拍情報と、年齢情報及び／又は
前記取得期間とを参照して算出することを特徴とする付記１記載の余命算出装置。
【０１２１】
（付記３）　前記余命演算部の算出結果を通知する通知処理部を備え、前記余命予測値及
び／又は前記余命予測値に応じたメッセージ情報を通知することを特徴とする付記１記載
の余命算出装置。
【０１２２】
（付記４）　前記脈拍情報取得手段は、近赤外線を血管に照射し、該血管を流れる血液に
よって変化する前記近赤外線の透過光量から前記脈拍情報を取得することを特徴とする付
記１記載の余命算出装置。
【０１２３】
（付記５）　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出機能を備えた携帯端
末装置であって、
　脈拍情報を取得する脈拍情報取得手段と、
　前記脈拍情報を記録する脈拍情報記録部と、
　前記脈拍情報記録部にある前記脈拍情報を用いて脈拍測定の開始から現在までの脈拍数
を求め、この脈拍数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現
在の脈拍数とを用いて余命予測値を算出する余命演算部と、
　を含むことを特徴とする携帯端末装置。
【０１２４】
（付記６）　生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余命算出方法であって、
　脈拍情報を取得するステップと、
　前記脈拍情報を記録するステップと、
　記録した前記脈拍情報を用いて脈拍測定の開始から現在までの脈拍数を求め、この脈拍
数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現在の脈拍数とを用
いて余命予測値を算出するステップと、
　を含むことを特徴とする余命算出方法。
【０１２５】
（付記７）　コンピュータに実行され、生体の脈拍情報を用いて余命予測値を算出する余
命算出プログラムであって、
　脈拍情報を取得する機能と、
　前記脈拍情報を記録する機能と、
　記録した前記脈拍情報を用いて脈拍測定の開始から現在までの脈拍数を求め、この脈拍
数を生涯の脈拍数から減算して残存脈拍数を求め、この残存脈拍数と現在の脈拍数とを用
いて余命予測値を算出する機能と、
　を前記コンピュータによって実現することを特徴とする余命算出プログラム。
【０１２６】
　以上説明したように、余命算出装置、携帯端末装置、余命算出方法及び余命算出プログ
ラムの好ましい実施の形態等について説明したが、本発明は、上記記載に限定されるもの
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ではなく、特許請求の範囲に記載され、又は発明を実施するための最良の形態に開示され
た発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり
、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本開示の余命算出装置、携帯端末装置、余命算出方法及び余命算出プログラムは、脈拍
情報を利用した余命算出を行うものであって、生涯に打つ脈拍数を基準に、現在の脈拍数
や記録した過去の脈拍数を利用して算出を行うことで、専門的な知識や判断を要すること
なく、簡易な構成で余命情報や健康維持に関するメッセージ情報を知ることができ、有用
である。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】余命算出装置の機能構成を示す図である。
【図２】データ格納部の構成を示す図である。
【図３】カメラ型脈拍計測装置による脈拍計測の状態を示す図である。
【図４】脈拍検出処理を示すフローチャートである。
【図５】脈拍数算出処理を示すフローチャートである。
【図６】余命算出処理を示すフローチャートである。
【図７】脈拍検出処理の履歴及び脈拍検出タイミングを示す図である。
【図８】通知処理部の処理を示すフローチャートである。
【図９】通知概要テーブルを示す図である。
【図１０】評価値及びアドバイス表示例を示す図である。
【図１１】脈拍計測状態のアドバイスの表示例を示す図である。
【図１２】第２の実施の形態に係る履歴管理部の処理を示すフローチャートである。
【図１３】第２の実施の形態に係る余命算出処理部の処理を示すフローチャートである。
【図１４】第３の実施の形態に係る携帯端末装置のハードウェア構成を示す図である。
【図１５】開状態の携帯電話機の外観構成を示す図である。
【図１６】閉状態の携帯電話機の外観構成を示す図である。
【図１７】第４の実施の形態に係るイヤークリップ型脈拍計測装置の構成を示す図である
。
【図１８】イヤークリップ型脈拍計測装置の装着状態を示す図である。
【図１９】脈拍検出処理を示すフローチャートである。
【図２０】脈拍計測状態のアドバイス表示例を示す図である。
【図２１】他の実施の形態に係るＰＤＡを示す図である。
【図２２】他の実施の形態に係るＰＣを示す図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　２　余命算出装置
　４　脈拍計測装置
　６　脈拍数算出部
　８　データ格納部
　１０　履歴管理部
　１２　余命算出処理部
　１４　通知処理部
　１６　計時部
　１８　表示部
　２８　カメラ
　３０　カメラ型脈拍計測装置
　３２　指
　３４　光
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　３６　透過光
　３８　フォトダイオード
　５０　通知概要テーブル
　７０　携帯端末装置
　７８　表示部
　８０　カメラ部
　８２　タイマ・カレンダ部
　８４　カウンタ
　９０　プログラム記憶部
　１００　携帯電話
　１０２　下部筐体部
　１０４　上部筐体部
　１０６　ヒンジ部
　１０８　インカメラ
　１１０　アウトカメラ
　１２０　イヤークリップ型脈拍装置
　１２２　筐体部
　１２４　筐体部
　１２６　ヒンジ部
　１２８　近赤外線ＬＥＤ
　１３０　フォトダイオード
　１３２　耳たぶ
　１３４　透過光
　２００　ＰＤＡ
　２０２　カメラ
　２０４　表示部
　３００　ＰＣ
　３０２　カメラ
　３０４　表示部
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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